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は　じ　め　に

　このたび、本書『ここまでわかる！廃棄物処理法問題集 2018 平成 29 年改
正編』を出版することになった。本書は第 1 巻にあたる既刊本『ここまでわ
かる！廃棄物処理法問題集（改訂版）』（以下、「第 1 巻」という）の姉妹本
に位置づけられるものである。第 1 巻は平成 22 年改正（平成 23 年 4 月施行）
までのすべての条項を対象とした設問を収録したものであるが、本書はそれ
以降に追加、改正された条項を対象としている。
　したがって、廃棄物処理法入門者の方は、まずは第 1 巻で基礎知識や必須
知識を確認していただきたい。なお、本書の第 1 章においても法改正を理解
する上で必要な基礎知識に関する設問も数題掲載しているので、基礎知識の
復習を必要とする場合は参照されたい。
　本書では平成 23 年以降の主な改正として次の事項を扱っている。

① 1,4-ジオキサンが特別管理産業廃棄物となった。
②カドミウム、トリクロロエチレンの基準が厳しくなった。
③災害廃棄物に関する制度が整備された。
④水銀廃棄物に関する制度が整備された。
⑤ 不適正処理対応として、新措置命令、新ギブアップ通知が整備された。
⑥ 特別管理産業廃棄物多量排出事業者に電子マニフェストが義務化された。
⑦有害使用済機器に関する制度が設けられた。
⑧親子会社認定制度が設けられた。

　（なお、東日本大震災関連の改正事項は本書では対象にしていない）
　第 1 巻は資格試験のような形を想定して、ちょっとひねった設問を掲載し
たが、本書は「制度の紹介」を第一の目的としていることから、難易度レベ
ルとしては容易なものが多い。

また、条文そのものは種々の法令集で確認できると思われるが、新しい制
度の趣旨を理解していただくために、法令改正の際に発出される「施行通知」
を「資料編」として巻末に掲載している。法解釈にあたってはそちらもご活
用いただきたい。
　今回の改正は廃棄物処理法の根幹にかかわるような改正は少ないように感
じられるが、設問を解きながら新たな制度への理解を深めていただければ幸
甚である。
　本書の出版にあたっては、一般社団法人産業環境管理協会の板倉義和氏、
加々美達也氏にご尽力いただいた。紙面を借りて謝意を示したい。

2018 年 4 月
執筆者代表

長岡文明
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用 明語 の 説

本書での略称 正式名称／説明
廃棄物処理法（又は法） 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

都道府県等 都道府県及び廃棄物処理法第 24 条の 2 で規定する廃棄
物処理法政令で定める市

都道府県知事等 都道府県知事及び廃棄物処理法第 24 条の 2 で規定する
廃棄物処理法政令で定める市長

マニフェスト（管理票） 産業廃棄物管理票

電子マニフェスト マニフェストの記載内容を電子データ化し、排出事業
者、収集運搬業者、処分業者の 3者が情報処理センター
を介したネットワーク上でやりとりする仕組み

家電リサイクル法 特定家庭用機器再商品化法

小型家電リサイクル法 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律

自動車リサイクル法 使用済自動車の再資源化等に関する法律

容器包装リサイクル法 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関す
る法律

廃棄物処理法問題集 本書の姉妹本『ここまでわか
る！廃棄物処理法問題集（改
訂版）』。紙幅の都合で本書に
収まらない法令内容は「廃棄
物処理法問題集」の該当箇所
を参照する旨を本文で記載し
ている。
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第 3 章

水銀関係
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第 1 章

廃棄物処理法の
基礎知識

　本章は廃棄物処理法の基礎的なQ＆Aを掲載している。
法改正を理解する上で必要となる知識のため、初心者は本
章から読むことをおすすめする。すでに廃棄物処理法につ
いてひと通りの理解がある中級者は、本章は飛ばして第 2
章の法改正から読み進められたい。
　第 1章では、排出事業者として特に重要と思われる次の
事項について解説している。
　①廃棄物と有価物
　②廃棄物の定義
　③一般廃棄物と産業廃棄物
　④特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物
　⑤処理業者の許可
　⑥処理委託基準
　⑦マニフェスト
　⑧保管基準

新・廃棄物問題集.indb   1 2018/04/17   8:20

Sample



3

第
1
章

第
2
章

第
3
章

第
3
章

第
4
章

資
料
編

第1章▪�廃棄物処理法の基礎知識

Q 廃棄物と有価物

　「もの」が廃棄物か有価物かは、廃棄物処理法では具体的には規定され
ていない。

　「もの」が廃棄物か否かは、過去の最高裁判決や国の通知等により、
次の 5つの要因を総合的に判断することが定説となっている。
　①物の性状
　②排出の状況
　③通常の取扱い形態
　④取引価値の有無
　⑤占有者の意志
　これは一般に「�総合判断説」と呼ばれる。

　廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡する
ことができないために不要となったものをいい、これらに該当す
るか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取
引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべき
ものであること。

001

AA

行政処分の指針について（通知）（平成 30年 3月 30日／環廃規
発第1803306号）

　　　　　根拠通知

▪参照 資料編「行政処分の指針について」（平成30年 3月 30日）

新・廃棄物問題集.indb   3 2018/04/17   8:20

Sample



4

Q 廃棄物の定義

　「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、
廃アルカリ、雑品スクラップその他の汚物又は不要物であって、固形状又
は液状のもの（放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。

　�廃棄物は次のように定義されている。

（定義）
第 �2 条　この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、
汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の
汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性物質
及びこれによって汚染された物を除く。）をいう。

廃棄物処理法第2条第 1項　　　　　根拠条文

002

AA

　したがって、設問の「雑品スクラップ」は誤りで「動物の死体」が
正しい。一般に「雑品スクラップ」と呼称されている有害使用済機
器は、平成 29 年の法改正で新設された法第 17条の 2において次
のように定義されている。

（有害使用済機器の保管等）
第 �17 条の 2　使用を終了し、収集された機器（廃棄物を除く。）
のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、
適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環
境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるも
の（以下この条及び第 30 条第 6号において「有害使用済機器」
という。）

廃棄物処理法第17条の 2　　　　　根拠条文

　下線部が示すように、有害使用済機器は「使用を終了し、収集さ
れた機器」から「廃棄物を除く」とされている。つまり、法第 2条
第 1項に定義される「廃棄物」は対象外ということになる。平成 29
年の法改正についての詳細は第 4章を参照。
▪参照 『廃棄物処理法問題集』第1章（既刊の姉妹書（別売））
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第1章▪�廃棄物処理法の基礎知識

Q 一般廃棄物の定義

　一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物である。

　�一般廃棄物は次のように定義されている。

（定義）
第 2条（中略）
2 �　この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃
棄物をいう。

003

AA

廃棄物処理法第2条第 2項　　　　　根拠条文

　このように廃棄物処理法では、産業廃棄物を具体的に定め、それ
以外の廃棄物を一般廃棄物と定義している。産業廃棄物については
次のQを参照。
▪参照 『廃棄物処理法問題集』第1章
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Q 産業廃棄物の定義

　産業廃棄物とは事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、
廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物で
あるが、輸入された廃棄物は事業活動を伴わず発生した場合は産業廃棄物
にはならない。

　�産業廃棄物は次のように定義されている。

（定義）
第 2条（中略）
4 �　この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物を
いう。

　一�　事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、
廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃
棄物

　二�　輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機
の航行に伴い生ずる廃棄物（政令で定めるものに限る。第 15
条の 4の 5 第 1 項において「航行廃棄物」という。）並びに本
邦に入国する者が携帯する廃棄物（政令で定めるものに限る。
同項において「携帯廃棄物」という。）を除く。）

廃棄物処理法法第2条第 4項　　　　　根拠条文

004

AA

　法第 2条第 4 項第 2 号の規定により、「�輸入された廃棄物」は事
業活動の有無を問わず「産業廃棄物」となる。
　なお、第 2条第 4 項第 1号の「その他政令で定める廃棄物」とは、
表 1に示す 20 種類である。これらは事業活動に伴って生じた廃棄
物が該当し、事業活動を伴わずに生じた廃棄物は「産業廃棄物」に
は該当しない（つまり一般廃棄物に区分される）。
▪参照 『廃棄物処理法問題集』第1章
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第1章▪️廃棄物処理法の基礎知識

表1　産業廃棄物の種類と具体例
区分 種類 具体例

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

⑴燃え殻 石炭殼，焼却炉の残灰，炉清掃排出物，その他の焼却残さ

⑵汚泥
排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの，活性汚
泥法による余剰汚泥，ビルピット汚泥，カーバイトかす，ベントナイ
ト汚泥，洗車場汚泥，建設汚泥等

⑶廃油 鉱物性油，動植物性油，潤滑油，絶縁油，洗浄油，切削油，溶剤，ター
ルピッチ等

⑷廃酸 写真定着廃液，廃硫酸，廃塩酸，各種の有機廃酸類等，すべての酸性
廃液

⑸廃アルカリ 写真現像廃液，廃ソーダ液，金属せっけん廃液等，すべてのアルカリ
性廃液

⑹廃プラスチッ
ク類

合成樹脂くず，合成繊維くず，合成ゴムくず（廃タイヤを含む）等，
固形状・液状のすべての合成高分子系化合物

⑺ゴムくず 生ゴム，天然ゴムくず
⑻金属くず 鉄鋼，非鉄金属の破片，研磨くず，切削くず等
⑼ガラスくず，コンク
リートくず及び陶
磁器くず

ガラス類（板ガラス等），製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず，
インターロッキングブロックくず，レンガくず，廃石膏

こう

ボード，セメ
ントくず，モルタルくず，陶磁器くず等

⑽鉱さい 鋳物廃砂，電気炉等溶解炉かす，ボタ，不良石炭，粉炭かす等

⑾がれき類 工作物の新築，改築又は除去により生じたコンクリート破片，アスファ
ルト破片その他これらに類する不要物

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の

⑿ばいじん
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設，DXN対策特別措置法に定
める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんで
あって集じん施設によって集められたもの

⒀紙くず
建設業に係るもの（工作物の新築，改築又は除去により生じたもの），
パルプ製造業，製紙業，紙加工品製造業，新聞業，出版業，製本業，
印刷物加工業から生ずる紙くず

⒁木くず

建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ），木材又は木製品製造業（家
具製品製造業），パルプ製造業，輸入木材の卸売業及び物品賃貸業か
ら生ずる木材片，おがくず，バーク類等
貨物の流通のために使用したパレット等

⒂繊維くず 建設業に係るもの（範囲は紙くずと同じ），衣服その他繊維製品製造
業以外の繊維工業から生ずる木綿くず，羊毛くず等の天然繊維くず

⒃動植物性残さ 食料品，医薬品，香料製造業から生ずるあめかす，のりかす，醸造か
す，発酵かす，魚及び獣のあら等の固形状の不要物

⒄�動物系固形不
要物 と畜場において処分した獣畜，食鳥処理場において処理した食鳥

⒅動物のふん尿 畜産農業から排出される牛，馬，豚，めん羊，にわとり等のふん尿
⒆動物の死体 畜産農業から排出される牛，馬，豚，めん羊，にわとり等の死体

⒇�以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので，上記の産業廃棄物に該当しないもの（例
えばコンクリート固型化物）

（出典：平成 21 年度産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会テキス
ト /財団法人日本産業廃棄物処理振興センター）一部加筆
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第 3 章

水銀関係の改正

　本章では水銀廃棄物の改正に関するQ＆Aを掲載してい
る。水銀に関する水俣条約が平成 25年 10月に採択され、
平成 29年 8月より発効した。今後は水銀の使用用途が制
限されることから、水銀を含む廃棄物の適正処理のために
廃棄物処理法の改正が行われた。
　「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」「廃水
銀等」などが定義され、処理基準等が追加・強化された。また、
相当の割合以上に水銀等が含まれるものは水銀を回収して
から処分するなど、水銀廃棄物の適正な処理に関する事項
が定められている。
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第3章▪�水銀関係の改正 55

Q 水銀使用製品産業廃棄物

　病院から排出される水銀体温計は水銀使用製品産業廃棄物に該当し、処
分に当たっては水銀回収が義務付けられている。

　�水銀使用製品産業廃棄物は、政令第 6 条第 1項第 1号ロに規定
され、省令第 7条の 2の 4に定める省令別表第 4の水銀使用製品、
別表第 4の水銀使用製品を材料又は部品として使用し製造される
水銀使用製品（別表第 4の下欄（編注：右欄）の×印を除く）、水銀
又はその化合物の使用に関する表示のある水銀使用製品が規定さ
れている（表 1）。このうち、液体の金属を含む�水銀体温計は別表第
4の第 16号に規定されている。

　（産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準）
第 �6 条　法第 12 条第 1 項の規定による産業廃棄物（特別管理産
業廃棄物以外のものに限るものとし、法第 2条第 4項第 2号に
掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理
したものを除く。以下この項（第 3号イ及び第 4号イを除く。）
において同じ。）の収集、運搬及び処分（再生を含む。）の基準は、
次のとおりとする。

　一�　産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第 3条第 1号イ
からニまでの規定の例によるほか、次によること。

　　（イ　略）
　　ロ�　石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定め

るもの（以下「石綿含有産業廃棄物」という。）又は水銀若
しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物とな
つたものであつて環境省令で定めるもの（以下この項にお
いて「水銀使用製品産業廃棄物」という。）の収集又は運搬
を行う場合には、第 3条第 1号ホの規定の例によること。

（水銀使用製品産業廃棄物）
第 �7 条の 2 の 4　令第 6 条第 1 項第 1 号ロの水銀又はその化合物
が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境
省令で定めるものは、次に掲げるものが産業廃棄物となつたも
のとする。

031

AA

廃棄物処理法施行令第6条第 1項第 1号　　　　　根拠条文
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表1　�水銀又はその化合物の使用に関する表示の有無に関わらず水銀使用製品産業廃棄物の対象となるもの
（省令別表第 4（第 7条の 2の 4関係））

1 水銀電池
2 空気亜鉛電池
3 スイッチ及びリレー（水銀が目視で確認できるものに限る。） ×
4 蛍光ランプ（冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。） ×
5 HIDランプ（高輝度放電ランプ） ×
6 放電ランプ（蛍光ランプ及び HIDランプを除く。） ×
7 農薬
8 気圧計
9 湿度計
10 液柱形圧力計
11 弾性圧力計（ダイアフラム式のものに限る。） ×
12 圧力伝送器（ダイアフラム式のものに限る。） ×
13 真空計 ×
14 ガラス製温度計
15 水銀充満圧力式温度計 ×
16 水銀体温計
17 水銀式血圧計
18 温度定点セル
19 顔料 ×
20 ボイラ（二流体サイクルに用いられるものに限る。）
21 灯台の回転装置
22 水銀トリム・ヒール調整装置
23 水銀抵抗原器
24 差圧式流量計
25 傾斜計
26 周波数標準機 ×
27 参照電極
28 握力計
29 医薬品
30 水銀の製剤
31 塩化第一水銀の製剤
32 塩化第二水銀の製剤
33 よう化第二水銀の製剤
34 硝酸第一水銀の製剤
35 硝酸第二水銀の製剤
36 チオシアン酸第二水銀の製剤
37 酢酸フェニル水銀の製剤
備考�　19 の項に掲げる水銀使用製品は、水銀使用製品に塗布されるものに限り×印に該当する。
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第3章▪️水銀関係の改正 57

　一�　新用途水銀使用製品の製造等に関する命令（平成 27 年内閣
府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・
経済産業省・国土交通省・環境省令第 2号）第 2条第 1 号又
は第 3号に該当する水銀使用製品であつて別表第 4に掲げる
もの

　二�　前号に掲げる水銀使用製品を材料又は部品として用いて製
造される水銀使用製品（別表第 4下欄に×印のあるものに係
るものを除く。）

　三�　前 2 号に掲げるもののほか、水銀又はその化合物の使用に
関する表示がされている水銀使用製品

廃棄物処理法施行規則第7条の 2の 4　　　　　根拠条文

　また、水銀使用製品産業廃棄物の処理基準は政令第 6 条第 1項
第 2 号ホに規定されており、すべての水銀使用製品産業廃棄物に共
通の基準は「水銀又はその化合物が大気中に飛散しないよう必要な
措置を講ずること」であり、また、水銀使用製品産業廃棄物のうち、
水銀の回収が義務付けられるのは、液体の金属水銀を含む製品で
ある省令第 7条の 8の 3別表第 5（表 2）に掲げるものであり、水銀
体温計は同表の第 10 号に規定され、水銀の回収が義務付けられて
いる。

表 2　水銀使用製品産業廃棄物のうち水銀回収が義務付けられるもの（省令別表第 5（第 7条の 8の 3関係））

1 スイッチ及びリレー

2 気圧計

3 湿度計

4 液柱形圧力計

5 弾性圧力計（ダイアフラム式のものに限る。）

6 圧力伝送器（ダイアフラム式のものに限る。）

7 真空計

8 ガラス製温度計

9 水銀充満圧力式温度計

10 水銀体温計

11 水銀式血圧計

12 灯台の回転装置

13 水銀トリム・ヒール調整装置

14 差圧式流量計

15 浮ひょう形密度計

16 傾斜計

17 積算時間計

18 ひずみゲージ式センサ

19 電量計

20 ジャイロコンパス

21 握力計
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廃棄物処理法施行規則第7条の 8の 3第 1号　　　　　根拠条文

　　ホ�　水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等（水銀
又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、
廃酸、廃アルカリ又は鉱さいであつて、環境省令で定める
ものをいう。（2）において同じ。）の処分又は再生を行う場
合には、次によること。

　　　⑴�　水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要
な措置を講ずること。

　　　⑵�　水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等であ
つて、これらの産業廃棄物に使用され、又は含まれてい
る水銀又はその化合物の割合が相当の割合以上であるも
のとして環境省令で定めるものの処分又は再生を行う場
合には、あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀
を回収すること。

　　　⑶�　水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第 3
条第 1号トの規定の例によること。

（水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及
び水銀含有ばいじん等）
第 �7 条の 8 の 3　令第 6 条第 1 項第 2 号ホ⑵の環境省令で定める
ものは、次のとおりとする。

　一�　水銀使用製品産業廃棄物のうち、別表第 5に掲げるものが
産業廃棄物となつたもの

　（二　略）

廃棄物処理法施行令第6条第 1項第 2号ホ　　　　　根拠条文

▪参照 資料編「平成 27年 12月 21日施行通知」「平成 29年 8月 8日施行通知」（これ
らの通知は水銀廃棄物に関する通知。第3章全体を通じて参照）
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Q 特別管理一般廃棄物

　水銀使用製品が一般廃棄物となったもので、水銀の含有量が一定以上の
ものは、特別管理一般廃棄物となる。

　�水銀使用製品（水銀又はその化合物が使用されている製品）が
一般廃棄物となったものから回収した�廃水銀及び当該廃水銀を処分
するために処理したもの（環境省令で定める基準に適合しないもの
に限る。）が、新たに�特別管理一般廃棄物に指定された。したがって、
「水銀の含有量が一定以上のもの」とした設問は誤りである。
　なお、「一般廃棄物となったものから回収した廃水銀」の回収
とは、「ばい焼設備により水銀ガスを回収する方法」等の廃棄物
処理施設等で回収することであり、例えば保管場所で水銀使用製
品の破損により漏洩した廃水銀を単に「集めた」ものは回収には
あたらない。

（定義）
第 2条（中略）
3 �　この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物
のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境
に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令
で定めるものをいう。

（特別管理一般廃棄物）
第 1条　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）
第 �2 条第 3項（ダイオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第
105 号）第 24 条第 2項の規定により読み替えて適用する場合を
含む。）の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。

　（一　略）
　一の二�　廃水銀（人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるお

それがある性状を有するものとして環境省令で定めるも
のに限る。）

　一の三�　前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの（環

廃棄物処理法第2条第 3項　　　　　根拠条文

032

AA
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境省令で定める基準に適合しないものに限る。）

（令第 1条の環境省令で定める基準等）
第 �1 条　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政
令第 300 号。以下「令」という。）第 1 条第 1 号の 2 の環境省
令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製
品（以下「水銀使用製品」という。）が一般廃棄物となつたも
のから回収したものとする。

2 �　令第 1条第 1 号の 3 の環境省令で定める基準は、環境大臣が
定める方法により処理したものであることとする。

Q 一般家庭から生じる水銀

　一般家庭で水銀使用製品が�破損して漏洩した水銀は、特別管理一般廃棄
物として処理しなければならない。

　�水銀使用製品（水銀又はその化合物が使用されている製品）が
一般廃棄物となったものから回収した廃水銀及び当該廃水銀を処
分するために処理したもの（環境省令で定める基準に適合しないも
のに限る。）が新たに�特別管理一般廃棄物に指定されたものであり、
一般家庭で水銀使用製品が破損し漏洩した水銀は特別管理一般廃
棄物には該当しない。根拠条文は前Qを参照。
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廃棄物処理法施行規則第1条　　　　　根拠条文

廃棄物処理法施行令第第1条　　　　　根拠条文
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Q 回収された 蛍光管

　市町村が住民から回収した廃蛍光管は、特別管理一般廃棄物に該当する。

　特別管理一般廃棄物とは、「一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、
感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれ
がある性状を有するものとして政令で定めるもの。」である（法第 2
条第 3 項）。水銀に関しては、�水銀使用製品が一般廃棄物となった
ものから回収したものを�廃水銀と定め（政令第 1条第 1号の 2、省
令第 1条第 1項）、廃水銀を処分するために処理したもので環境大
臣が定める�硫化及び�固型化の方法の基準に適合しないものとしてい
る（政令第 1条第 1号の 3、省令第 1条第 2 項、平成 12 年 1月14
日厚生省告示 4号）。
　家庭から排出される廃蛍光管は水銀使用製品が一般廃棄物と
なったものであり、上記のいずれにも該当しないので、�特別管理一
般廃棄物には該当しない。また、廃蛍光管が破損し漏洩した廃水
銀も特別管理一般廃棄物には該当しない。根拠条文は前Qを参照。
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Q 小中学校から生じる水銀

　小中学校の理科の実験で使用した水銀で不要となったものは、特別管理
産業廃棄物に該当する。

　小中学校は、日本産業分類（平成 25 年 20 月改定）の大分類O
の「教育、学習支援業」の中分類 81 の学校教育に該当し、当該
教育の事業所である小中学校から排出される廃棄物は政令第 2条
の規定により産業廃棄物に該当するか判断されるものであり、廃
プラスチック類や金属くず等は産業廃棄物に該当する。

（産業廃棄物）
第 �2 条　法第 2条第 4 項第 1 号の政令で定める廃棄物は、次のと
おりとする。

　（一～五　略）
　六　金属くず
　（七～十二�イ～ホ　略）
　　ヘ�　廃プラスチック類（事業活動に伴つて生じたものに限る。

第 2条の 4第 5号ロ（5）を除き、以下同じ。）
　　（ト　略）

廃棄物処理法施行令第2条　　　　　根拠条文
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　しかし、特別管理産業廃棄物に該当する�廃水銀等は省令第 1条
の 2で省令別表 1（表 3）に該当する施設から排出された場合であり、
小中学校は省令別表第 1に規定されていないため、通常の産業廃棄
物となる。
　ただし、「�水銀廃棄物ガイドライン」（平成 29 年 6月環境省）で
は、特別管理産業廃棄物である廃水銀等と同様に環境上適正に扱
うことを求めている。
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表 3　廃水銀等の対象となる特定の施設（省令別表第 1（第 1条の 2 関係））

1
水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀
を回収する施設

2 水銀使用製品の製造の用に供する施設

3 灯台の回転装置が備え付けられた施設

4 水銀を媒体とする測定機器（水銀使用製品を除く。）を有する施設

5 国又は地方公共団体の試験研究機関

6 大学及びその附属試験研究機関

7
学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験
研究を行う研究所

8
農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門
学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設

9 保健所

10 検疫所

11 動物検疫所

12 植物防疫所

13 家畜保健衛生所

14 検査業に属する施設

15 商品検査業に属する施設

16 臨床検査業に属する施設

17 犯罪鑑識施設

（特別管理産業廃棄物）
第 �2 条の 4　法第 2 条第 5 項（ダイオキシン類対策特別措置法第
24 条第 2 項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の
政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

（一～四　略）
　五�　特定有害産業廃棄物（次に掲げる廃棄物をいう。）
　　（イ～ハ　略）
　　ニ�　廃水銀等（廃水銀及び廃水銀化合物であつて、人の健康

又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有す
るものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。）及
び当該廃水銀等を処分するために処理したもの（環境省令
で定める基準に適合しないものに限る。）

（令第 2条の 4の環境省令で定める基準等）
第 1条の 2（中略）
5 �　令第 2条の 4 第 5 号ニの環境省令で定める廃水銀等は、次に
掲げるものとする。

　一�　別表第 1に掲げる施設において生じた廃水銀又は廃水銀化
合物（水銀使用製品が産業廃棄物となつたものに封入された

廃棄物処理法施行令第2条の 4　　　　　根拠条文
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廃水銀又は廃水銀化合物を除く。）
　二�　水銀若しくはその化合物が含まれている物（一般廃棄物を
除く。）又は水銀使用製品が産業廃棄物となつたものから回収
した廃水銀

廃棄物処理法施行規則第1条の 2第 5項　　　　　根拠条文

　なお、省令別表第 1（表 3）には大学及びその付属試験研究機関
や農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、
高等専門学校、専修学校、各種学校等が規定されており、これら学
校から排出される不要となった水銀は特別管理産業廃棄物の廃水
銀等に該当するので注意が必要である。
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第 4 章

平成29年の改正

　本章では平成29年の改正に関するQ＆Aを掲載してい
る。今回の大改正は、前回の平成 22年の大改正より 7年
ぶりの改正となる。主な改正のポイントは次に示すとおり
である。
　①電子マニフェストの義務化（一部）
　②親子会社の処理特例
　③有害使用済機器の保管届出義務
　④許可を取り消された者の処理困難通知
　⑤措置命令の強化
　また、ここでは取り上げていないが、マニフェスト虚偽
記載の対応としてマニフェストの罰則が強化され、電子マ
ニフェストの登録ルールが緩和されている。
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Q  電子マニフェストの使用義務

　前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上の多量排出
事業者が、特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、電子マニ
フェストを使用しなければならない。

　法第 12 条の 5第 1 項で規定する�電子情報処理組織使用義務者
（�電子マニフェスト使用義務者）は、施行規則第 8条の 31 の 3 に
おいて、前々年度の特別管理産業廃棄物（PCB廃棄物を除く）の
発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者（当該
事業場から排出される産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託す
る場合に限る。）と規定されている。

（電子情報処理組織の使用）
第 �12 条の 5　第 12 条の 3 第 1 項に規定する事業者であつて、そ
の事業活動に伴い多量の産業廃棄物（その運搬又は処分の状況
を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるも
のに限る。以下この項において同じ。）を生ずる事業場を設置
している事業者として環境省令で定めるもの（以下この条にお
いて「電子情報処理組織使用義務者」という。）は、その産業
廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合（第 12 条の 3第 1
項に規定する環境省令で定める場合及び電気通信回線の故障の
場合その他の電子情報処理組織を使用して第 13 条の 2 第 1 項
に規定する情報処理センター（以下この条において単に「情報
処理センター」という。）に登録することが困難な場合として
環境省令で定める場合を除く。）には、運搬受託者及び処分受
託者（その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に
係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以
下この条において同じ。）から電子情報処理組織を使用し、情
報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終
了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるとこ
ろにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令
で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に
係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の
氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理センター
に登録しなければならない。この場合において、当該電子情報
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処理組織使用義務者は、運搬受託者及び処分受託者から報告す
ることを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第
12 条の 3第 1 項の規定にかかわらず、当該運搬受託者又は処分
受託者に対し管理票を交付することを要しない。

（電子情報処理組織使用義務者）
第 �8 条の 31 の 3　法第 12 条の 5 第 1 項の環境省令で定める事業
者は、当該年度の前々年度において産業廃棄物（前条に規定す
るものに限る。以下この条において同じ。）の発生量が 50 トン
以上である事業場を設置している事業者（当該事業場から生ず
る産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合に限る。）
とする。

（電子情報処理組織を使用してその運搬又は処分の状況を速やかに
把握する必要のある産業廃棄物）
第 �8 条の 31 の 2　法第 12 条の 5 第 1 項の環境省令で定める産業
廃棄物は、法第 2条第 5項に規定する特別管理産業廃棄物（令
第 2条の 4第 5号イからハまでに掲げるもの（編注：PCB廃棄
物等）を除く。）とする。

廃棄物処理法施行規則第8条の 31の 2　　　　　根拠条文

廃棄物処理法施行規則第8条の 31の 3　　　　　根拠条文

廃棄物処理法法第12条の 5第 1項　　　　　根拠条文

▪参照 資料編「平成30年 3月 30日施行通知」（本通知は平成29年改正に関する通知の
ため、本章すべてを通じて参照）
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Q  電子マニフェスト：登録困難な場合

　電子マニフェスト使用義務者であっても、平成31年 3月 31日におい
て、常勤の役員又は職員の年齢がいずれも65歳以上であって、入出力装
置が電子通信回線に接続していない場合は、電子マニフェストの使用は猶
予される。

　情報処理センター（Q056 解説の法第 12 条の 5 参照）に登録する
ことが困難な場合として、法第 12 条の 5第 1項の環境省令で定め
る場合は、施行規則第 8 条の 31の 4 第 3 号において「常勤の役員
又は職員の年齢が、平成 31年 3月31日において、いずれも65歳
以上」と規定されている（ただし、平成 31年 3月31日における年
齢が 65 歳未満である常勤の役員又は職員を新たに雇用した場合を
除く）。
　このほか、電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない場合や、
離島内等で他に電子マニフェストの使用可能な収集運搬業者又は処
分業者が存在しないときも、情報処理センターに登録することが困
難な場合（電子マニフェストの使用ができない場合）とされている。

（電子情報処理組織の使用）
第 �12 条の 5　第 12 条の 3 第 1 項に規定する事業者であつて、そ
の事業活動に伴い多量の産業廃棄物（その運搬又は処分の状況
を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるも
のに限る。以下この項において同じ。）を生ずる事業場を設置
している事業者として環境省令で定めるもの（以下この条にお
いて「電子情報処理組織使用義務者」という。）は、その産業
廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合（第 12 条の 3第 1
項に規定する環境省令で定める場合（編注：管理票の交付を要
しない場合）及び電気通信回線の故障の場合その他の電子情報
処理組織を使用して第 13 条の 2 第 1 項に規定する情報処理セ
ンター（以下この条において単に「情報処理センター」という。）
に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除
く。）には、……（以下、略）
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廃棄物処理法施行規則第8条の 31の 4　　　　　根拠条文

（情報処理センターに登録することが困難な場合）
第 �8条の31の4　法第12条の5第1項の環境省令で定める場合は、
次のとおりとする。

　一�　電気通信回線の故障、天災その他やむを得ない事由により、
電子情報処理組織を使用して、法第 12 条の 5第 1 項の規定に
よる登録、同条第 3項若しくは第 4項の規定による報告又は
同条第 5項の規定による通知をすることが困難であると認め
られる場合

　二�　その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係
る電子計算機（入出力装置を含む。）と電気通信回線で接続さ
れている者に産業廃棄物の運搬又は処分の委託をすることが
困難であると認められる場合

　三�　電子情報処理組織使用義務者の常勤の役員又は職員の年齢
が、平成 31 年 3 月 31 日においていずれも 65 歳以上である場
合であつて、その使用に係る入出力装置が情報処理センター
の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）と電気通信回
線で接続されていない場合

廃棄物処理法法第12条の 5第 1項　　　　　根拠条文
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Q  電子マニフェスト：管理票の交付

　電子マニフェスト使用義務者が、情報処理センターに登録することが困
難な場合に該当し、電子マニフェストに代えて管理票（いわゆる「紙マニ
フェスト」）を交付した場合には、都道府県知事等に対し 30日以内にそ
の旨を届け出なければならない。

　�電子マニフェスト使用義務者が、情報処理センターに登録する
ことが困難な場合（省令第8条の 31の 4各号）に該当し、電子マ
ニフェストに代えて管理票を交付した場合には、省令第8条の 21
第 12号の規定により、「管理票にその理由を記載」することとされ
ている。都道府県知事等に対して届け出る必要はない。

（産業廃棄物管理票）
第 �12 条の 3　その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者（中
間処理業者を含む。）は、その産業廃棄物（中間処理産業廃棄
物を含む。第 12 条の 5第 1 項及び第 2項において同じ。）の運
搬又は処分を他人に委託する場合（環境省令で定める場合を除
く。）には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る
産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した
者（当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合に
あつては、その処分を受託した者）に対し、当該委託に係る産
業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又
は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理
票（以下単に「管理票」という。）を交付しなければならない。

（管理票の記載事項）
第 �8 条の 21　法第 12 条の 3 第 1 項の環境省令で定める事項は、
次のとおりとする。

　（一～十一　略）
　十二�　電子情報処理組織使用義務者が第 8条の 31 の 4 各号のい

ずれかに該当して管理票を交付した場合には、その理由

廃棄物処理法施行規則第第8条の 21　　　　　根拠条文
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Q  電子マニフェスト：管理票の交付（勧告・命令・罰則）

　電子マニフェスト使用義務者が、情報処理センターに登録することが困
難な場合に該当しないにもかかわらず、電子マニフェストに代えて管理票
を交付した場合、都道府県知事等は産業廃棄物の適正な処理に関し必要な
措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

　電子マニフェスト使用義務者が、情報処理センターに登録するこ
とが困難な場合（施行規則第 8 条の 31の 4 各号）に該当しないに
もかかわらず、電子マニフェストに代えて管理票を交付した場合には、
法第 12 条の 6の規定により、�勧告の対象となる。
　また、勧告を受けた者がその勧告に従わなかった場合、都道府
県知事等は、その旨を公表できるとされており、その後も勧告に係
る措置をとらなかった場合は、�命令できることと規定されている。
　なお、この命令に従わなかった場合は、�直罰の対象（1年以下の
懲役又は100万円以下の罰金）となるので留意する必要がある。

（勧告及び命令）
第 �12 条の 6　都道府県知事は、第 12 条の 3 第 1 項に規定する事
業者、運搬受託者又は処分受託者（以下この条において「事業
者等」という。）が第 12 条の 3 第 1 項から第 10 項まで、第 12
条の4第2項から第4項まで又は前条第1項（編注：電子マニフェ
ストの使用）から第 4項まで、第 6 項、第 7 項及び第 11 項の
規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産
業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告を
することができる。

2 �　都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がそ
の勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3 �　都道府県知事は、第 1項に規定する勧告を受けた事業者等が、
前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後に
おいて、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとら
なかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置を
とるべきことを命ずることができる。

廃棄物処理法第12条の 6　　　　　根拠条文
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第4章▪�平成 29年の改正 101

Q 電子マニフェスト：産業廃棄物

　電子マニフェスト使用義務者が、特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物
を他人に委託する場合は、当該産業廃棄物については電子マニフェスト使
用の義務対象とならない。

　電子マニフェスト使用の義務対象については、法第 12 条の 5第 1
項において、「その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場
合」と限定的に規定されており、その他の産業廃棄物については電
子マニフェストの使用義務はない。

（電子情報処理組織の使用）
第 �12 条の 5　第 12 条の 3 第 1 項に規定する事業者であつて、そ
の事業活動に伴い多量の産業廃棄物（その運搬又は処分の状況
を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるも
のに限る。以下この項において同じ。）を生ずる事業場を設置
している事業者として環境省令で定めるもの（以下この条にお
いて「電子情報処理組織使用義務者」という。）は、その産業
廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合（中略）には、運
搬受託者及び処分受託者（中略）から電子情報処理組織を使用
し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処
分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定め
るところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環
境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該
委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託し
た者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を情報処理セ
ンターに登録しなければならない。（以下、略）

廃棄物処理法法第12条の 5第 1項　　　　　根拠条文
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Q  親子会社による一体的処理の特例

　一体的な経営を行う 2以上の事業者（親子会社）は、都道府県知事等
の認定を受けた場合は産業廃棄物処理業の許可を受けないで、相互に親子
会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができる。

　平成 29 年法改正により一体的な経営を行う親子会社について、
一定の要件を満たす場合で都道府県知事等の認定を受けたときは、
産業廃棄物処理業の許可を受けずに親子会社相互に一体として産
業廃棄物の処理を行うことができる制度が創設された。
　法第 12 条の 7第 1項において、2 以上の事業者による産業廃棄
物の処理に係る特例（親子会社による一体的処理の特例）として規
定されている。
　また、法第 12 条の 7第 4 項の規定により、この認定を受けた親
会社の事業活動に伴って生ずる産業廃棄物については、子会社も排
出事業者とみなされることから、法第 14 条ただし書の規定により
子会社は許可が不要となる（逆の場合も同様）。

061

AA

（2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例）
第 �12 条の 7　2 以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬
又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該 2以上
の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の
各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物
の収集、運搬又は処分を行おうとする区域（運搬のみを行う場
合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管
轄する都道府県知事の認定を受けることができる。

　一�　当該 2以上の事業者のいずれか 1の事業者が当該 2以上の
事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有し
ていることその他の当該 2以上の事業者が一体的な経営を行
うものとして環境省令で定める基準に適合すること。

　二�　当該 2 以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、
運搬又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬又
は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基
準に適合すること。
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第4章▪️平成29年の改正 103

（中略）

（産業廃棄物処理業）
第 �14 条　産業廃棄物（特別管理産業廃棄物を除く。以下この条か
ら第 14 条の 3の 3 まで、第 15 条の 4の 2、第 15 条の 4の 3 第
3 項及び第 15 条の 4 の 4 第 3 項において同じ。）の収集又は運
搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域（運
搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを
行う区域に限る。）を管轄する都道府県知事の許可を受けなけ
ればならない。ただし、事業者（自らその産業廃棄物を運搬す
る場合に限る。）、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの
収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者につ
いては、この限りでない。

（2～ 5　略）
6 �　産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行
おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければ
ならない。ただし、事業者（自らその産業廃棄物を処分する場
合に限る。）、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分
を業として行う者その他環境省令で定める者については、この
限りでない。

廃棄物処理法第12条の 7、第 14条　　　　　根拠条文
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Q  親子会社：処理

　親子会社による一体的処理の特例は収集運搬に限定されており、処分に
ついては適用されない。

　一体的な経営を行う2 以上の事業者（親子会社）は、都道府県
知事の認定を受けた場合は産業廃棄物処理業の許可を受けないで、
相互に親子会社間で一体として産業廃棄物の処理を行うことができ
るもの（親子会社による一体的処理の特例）であり、その処理につ
いては、「収集、運搬又は処分」とされている。「収集運搬」に限定
されてはいない。

（2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例）
第 �12 条の 7　2 以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬
又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該 2以上
の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の
各号のいずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物
の収集、運搬又は処分を行おうとする区域（運搬のみを行う場
合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。）を管
轄する都道府県知事の認定を受けることができる。

廃棄物処理法第12条の 7　　　　　根拠条文
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資料編

　資料編では、第 2章～第 4章の改正にかかわる「通知」
を掲載している。
　通知とは、行政官庁（環境省等）が所轄の諸機関（都道
府県等）に対し、指示や知らせの形式で発出する文書のこ
とで、主として法令の解釈・運用、行政処分の指針に関連
するものである。ここでは本書で扱った法改正に関する施
行通知、行政処分指針を主に掲載している。

【目次】
1,4-ジオキサン� ����� 185
災害廃棄物（部長通知）��� 189
災害廃棄物（課長通知）��� 192
PCB廃棄物／災害廃棄物�� 197
水銀廃棄物�� ������� 199
カドミウム�� ������� 202

トリクロロエチレン�� ��� 204
水銀廃棄物�� ������� 206
再生利用等認定業者／
　優良産廃処理業者�� ��� 217
平成 29年改正�� ����� 218
行政処分指針�� ������ 226
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◉�廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の
施行について（通知）

◎平成 25 年 3 月 18 日／環廃対発第 1303182 号・環廃産発第 1303181 号
◎環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長から
　各都道府県・政令市廃棄物行政主管部（局）長あて
キーワード　1,4–ジオキサン

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部
を改正する政令（平成 25 年政令第 12 号。以下「改
正政令」という。）が平成 25 年 1月 23日に公布され
たところであり、また、これに伴い廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
（平成 25 年環境省令第 3 号。以下「改正省令」とい
う。）及び産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法
等の一部を改正する告示（平成 25 年環境省告示第 9
号）が平成 25 年 2月21日に公布され、平成 25 年 6
月1日から施行されることとなっている。
　ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺漏
なきを期するとともに、貴管内市町村等に対しては、
貴職より周知願いたい。
　なお、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）
第 245 条の 4 第 1項の規定に基づく技術的な助言で
あることを申し添える。

記
第1　改正の趣旨
　環境基本法（平成 5 年法律第 91号）第 16 条第 1
項に基づく環境基準について、水質汚濁に係る環境
基準についての一部を改正する件（平成 21年環境省
告示第 78 号）及び地下水の水質汚濁に係る環境基
準についての一部を改正する件（平成 21年環境省告
示第 79 号）が平成 21年 11月 30日に公布され、公
共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する
環境基準（以下「水質環境基準」という。）の項目に1,4–
ジオキサンが、地下水の水質汚濁に関する環境基準
（以下「地下水環境基準」という。）の項目にトランス
–1,2–ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び 1,4–
ジオキサンの 3 物質が追加されるとともに、1,1–ジク
ロロエチレンの水質環境基準値及び地下水環境基準
値が変更された。なお、トランス–1,2–ジクロロエチレ
ンについては、シス–1,2–ジクロロエチレンが既に規定
されていたことから、両者を合わせて、1,2–ジクロロ
エチレンとして規定されている。
　これを踏まえ、今次改正は、特定の施設から排出
される一定濃度以上の1,4–ジオキサンを含む産業廃
棄物を特別管理産業廃棄物（廃棄物の処理及び清掃

に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号。以下「法」
という。）第 2 条第 5 項に定める特別管理産業廃棄
物をいう。以下同じ。）に追加し、1,1–ジクロロエチレ
ンを含む特別管理産業廃棄物に係る基準を変更する
とともに、これらの特別管理産業廃棄物について必
要な規定の整備等を行うものである。
　また、一般廃棄物最終処分場（廃棄物の処理及び
清掃に関する法律施行令（昭和 46 年政令第 300 号。
以下「令」という。）第 5 条第 2 項に規定する最終処
分場をいう。以下同じ。）及び管理型最終処分場（令
第 7条第 14 号ハに規定する最終処分場をいう。以下
同じ。）から排出される放流水の基準について、1,4–
ジオキサンに係る基準を設定するとともに、1,1–ジク
ロロエチレンに係る基準の変更を行うほか、一般廃
棄物最終処分場、遮断型最終処分場（令第 7条第
14 号イに規定する最終処分場をいう。以下同じ。）、
安定型最終処分場（令第 7条第 14 号ロに規定する最
終処分場をいう。以下同じ。）及び管理型最終処分場
（以下「廃棄物最終処分場」という。）周縁の地下水
の基準並びに安定型最終処分場の浸透水の基準につ
いて、1,2–ジクロロエチレン、塩化ビニルモノマー及び
1,4–ジオキサンの 3 物質に係る基準を設定するととも
に、1,1–ジクロロエチレンに係る基準の変更を行うも
のである。

第2　改正の内容
1　�特別管理産業廃棄物の追加等（令第 2 条の 4
関係）

⑴　特別管理産業廃棄物の追加
　別紙に掲げる施設を設置している事業場において
生じたばいじん、汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は
これらを処分するために処理したものであって、1,4–
ジオキサンを環境省令で定める基準を超えて含むも
の、及び廃溶剤（1,4–ジオキサンに限る。）である廃
油若しくは当該廃油を処分するために処理したもので
あって1,4–ジオキサンを環境省令で定める基準を超え
て含むものを新たに特別管理産業廃棄物に追加した
こと。
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　環境省令で定める基準は、1,4–ジオキサンを含む
汚泥及びばいじんにあっては溶出濃度を 0.5mg/L、
1,4–ジオキサンを含む廃酸及び廃アルカリにあっては
含有濃度を 5mg/Lとし、これらの産業廃棄物を処
分するために処理したものにあっては、当該処理物
が廃酸又は廃アルカリに該当する場合は含有濃度を
5mg/L、それ以外の場合は溶出濃度を 0.5mg/Lと
したこと。
　なお、産業廃棄物に含まれる1,4–ジオキサンについ
ての実態調査の結果、廃塗料の固化物から1,4–ジオ
キサンが検出されている事例があったが、当該産業
廃棄物は廃溶剤である廃油を含む混合物として特別
管理産業廃棄物に該当することに留意されたいこと。
⑵　特別管理産業廃棄物の判定基準の変更
　1,1–ジクロロエチレンを含む産業廃棄物に関する特
別管理産業廃棄物の判定基準については、1,1–ジク
ロロエチレンを含む汚泥及び 1,1–ジクロロエチレンを
含む廃棄物を処分するために処理したものであって
廃酸又は廃アルカリ以外のものにあっては溶出濃度を
1mg/L、1,1–ジクロロエチレンを含む廃酸及び廃アル
カリ並びに1,1–ジクロロエチレンを含む廃棄物を処分
するために処理したものであって廃酸又は廃アルカリ
に該当するものにあっては含有濃度を10mg/Lとした
こと。
　なお、他の要件については従前どおりであることに
留意されたいこと。

2　�産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処
分基準（令第 6 条及び第 6 条の 5関係）

　1,4–ジオキサンを含む産業廃棄物及び特別管理産
業廃棄物の埋立処分の場所を判定する基準を溶出濃
度で 0.5mg/Lとし、この基準以下の廃棄物は公共の
水域及び地下水の汚染を防止するための措置が講じ
られた場所に埋め立てることができることとしたこと。
一方、この基準に適合しない廃棄物は焼却処理等を
行いこの基準以下とした上で公共の水域及び地下水
の汚染を防止するための措置が講じられた場所に埋
め立てなければならないこと。ただし、この基準に
適合しない廃棄物のうち燃え殻又はばいじんは公共
の水域及び地下水と遮断されている場所で埋め立て
ることとしたこと。
　また、1,1–ジクロロエチレンを含む産業廃棄物及び
特別管理産業廃棄物の埋立処分の場所を判定する基
準を溶出濃度で 0.2mg/L から1mg/L に変更し、こ
の基準以下の廃棄物は公共の水域及び地下水の汚染
を防止するための措置が講じられた場所に埋め立てる

ことができることとしたこと。一方、この基準に適合
しない廃棄物は焼却処理等を行いこの基準以下とし
た上で公共の水域及び地下水の汚染を防止するため
の措置が講じられた場所に埋め立てなければならな
いこと。
　なお、廃酸又は廃アルカリの埋立処分は禁止され
ていること、廃油の埋立処分に当たってはあらかじめ
焼却又は熱分解を行う必要があること、廃油、汚泥（令
第 6 条第 1項第 4号イ（1）に規定する汚泥を除く。）、
廃酸若しくは廃アルカリ（令第 6 条第 1項第 4号イ（2）
に規定する廃酸若しくは廃アルカリを除く。）又は特
別管理産業廃棄物の海洋投入処分は禁止されている
ことに留意されたいこと。

3　廃棄物最終処分場に係る水質基準関係
⑴　�一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場

に係る放流水の基準改正（一般廃棄物の最終処
分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上
の基準を定める省令（昭和 52 年総理府・厚生省
令第 1号。以下「基準省令」という。）別表第 1
関係）

　一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の
放流水に係る基準項目に1,4–ジオキサンを追加する
とともに、その基準値を 0.5mg/Lとしたこと。また、
1,1–ジクロロエチレンの基準値を 0.2mg/L から1mg/
Lに変更したこと。
⑵　�廃棄物最終処分場に係る周縁地下水及び安定型

最終処分場に係る浸透水の基準改正（基準省令
別表第 2 関係）

　廃棄物最終処分場の周縁地下水及び安定型最終
処分場の浸透水に係る基準項目に1,4–ジオキサン及
び塩化ビニルモノマーを追加するとともに、1,4–ジオ
キサンの基準値を 0.05mg/L、塩化ビニルモノマーの
基準値を 0.002mg/Lとしたこと。また、シス–1,2–ジ
クロロエチレンについて、トランス体を含め、基準項
目を1,2–ジクロロエチレンに変更するとともに、1,1–ジ
クロロエチレンの基準値を 0.02mg/L から 0.1mg/L
に変更したこと。
⑶　�廃棄物最終処分場に係る経過措置（改正省令附

則第 2条から第 5 条まで関係）
　既存の一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処
分場において、浸出液処理設備の改良等による1,4-
ジオキサンへの対応が現状では技術的に困難な状況
であることから、既存の一般廃棄物最終処分場及び
管理型最終処分場については、当分の間、放流水に
係る1,4–ジオキサンの基準値を10mg/Lとしたこと。
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　また、一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処
分場の廃止時には、保有水等の水質検査を2 年以上
にわたり行うことが必要であるが、改正省令の施行か
ら2 年を経過するまでの間に行われる廃止について
は、改正省令の施行からの期間に応じ、水質検査の
期間を短縮する経過措置を設けたこと。
⑷　�特定廃棄物の埋立処分基準（改正省令第 6 条及

び附則第 6 条関係）
　平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平
洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され
た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特
別措置法施行規則（平成 23 年環境省令第 33 号）第
26 条に規定する特定廃棄物の埋立処分基準につい
て、令第 3 条第 3 号及び第 6 条第 1項第 3 号に規定
する廃棄物の埋立処分基準と同様の改正を行ったこ
と。

4　検定方法関係
⑴　特別管理産業廃棄物関係の検定方法
　産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（昭和 48
年環境庁告示第 13 号）に、1,4–ジオキサンに係る検
定方法を追加したこと。
　海洋投入処分を行おうとする廃棄物（有機性汚泥
を除く。）について、産業廃棄物に含まれる金属等の
検定方法に基づき検液を作成し、排出基準を定める
省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係
る検定方法（昭和 49 年環境庁告示第 64 号）に定め
る方法により検定すること。ただし、活性炭抽出–ガ
スクロマトグラフ法においては、廃棄物試料中のきょ
う雑物の影響を低減するため、試料水を20mLとす
ること及びカートリッジ型ODS又はポリスチレン樹脂
充填カラムを使用すること。
　また、海洋投入処分を行おうとする有機性汚泥に
ついて、溶媒抽出・ガスクロマトグラフ質量分析法を

新たに定め、この方法により測定を行うこととしたこ
と。
⑵　廃棄物最終処分場関係の検定方法
　廃棄物最終処分場の放流水、周縁地下水及び浸
透水に係る水質検査の方法は、一般廃棄物の最終処
分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る水質検査の
方法（平成 10 年環境庁・厚生省告示第 1号）による
こと。

第3　�特別管理産業廃棄物の追加に関する留意事
項

　現に特別管理産業廃棄物処理業の許可を有して
いる者が、新たに特別管理産業廃棄物に追加され
る1,4–ジオキサンを含む産業廃棄物の処理を改正政
令及び改正省令の施行日後に行おうとする場合には、
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可
が必要となるため、速やかに所要の手続きを指導さ
れたいこと。この場合において、当該特別管理産業
廃棄物処理業者における処理方法が、1,4–ジオキサ
ンを有効に処理できるものであることを確認した上で
許可されたいこと。
　また、1,4–ジオキサンを含む産業廃棄物を現に処
理している産業廃棄物処理施設において、改正政令
及び改正省令の施行後も引き続き1,4–ジオキサンを含
む産業廃棄物を処理する場合にあっては、規則第 12
条の 8 各号のいずれにも該当しないならば、施設の
変更の許可を要しないことに留意されたいこと。

第4　その他の留意事項
　改正政令においては、令第 2条の 4 第 5号に定め
る特別管理産業廃棄物に1,4–ジオキサンを含む廃棄
物を追加するに当たって、同号に新たに下位の階層を
設ける等の所要の規定の整理を行ったが、第 2の改
正内容以外には実質的な変更がないこと。
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別紙　1,4–ジオキサンを発生する施設一覧

排出源 廃棄物の種類

業種 施設 廃油
汚泥、廃酸又
は廃アルカリ

ばいじん

21．化学繊維製造業 ハ　原料回収施設 ○ ○

33．合成樹脂製造業 イ　縮合反応施設 ○ ○

ロ　水洗施設 ○

ハ　遠心分離機 ○

ニ　静置分離器 ○ ○

リ　廃ガス洗浄施設 ○

ヌ　湿式集じん施設 ○

37．その他の石油化学工業 イ　洗浄施設 ○

ロ　分離施設 ○

ハ　ろ過施設 ○

チ�　エチレンオキサイド又はエチ
レングリコールの製造施設のう
ち、蒸留施設及び濃縮施設

○ ○

タ　廃ガス洗浄施設 ○

38 の 2．界面活性剤製造業 反応施設（1,4–ジオキサンが発生
するものに限り、洗浄装置を有し
ないものを除く。）

○ ○

46．その他の有機化学工業製品製造業 イ　水洗施設 ○

ロ　ろ過施設 ○

ニ　廃ガス洗浄施設 ○

47．医薬品製造業 ロ　ろ過施設 ○

ハ　分離施設 ○

ニ　混合施設 ○ ○

ホ　廃ガス洗浄施設 ○

50．試薬製造業 試薬製造施設（1,4–ジオキサンの
製造の用に供するもの）

○ ○

66 の 2．エチレンオキサイド又は 1,4–ジオキサンの混合施設 ○ ○

71�の 2．科学技術（人文科学のみに係
るものを除く。）に関する研究、試験、
検査又は専門教育を行う事業場

イ　洗浄施設
○ ○

廃油の蒸留施設（1,4–ジオキサンの回収を行うものに限る。） ○ ○

1,4–ジオキサンによる表面処理施設 ○ ○

1,4–ジオキサンを含有する塗料を使用する塗装施設 ○ ○

産業廃棄物の焼却施設（1,4–ジオキサンを含む廃棄物の処分の用に供する
ものに限る。）

○

注）業種番号と施設番号は水質汚濁防止法施行令別表第 1による。
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【数字】

1,4–ジオキサン��37

【A】

ACアダプター��135

【あ】

安定 5品目��75
安定型最終処分場��75

【い】

意見聴取��85
委託基準��22
委託契約��22,�90,�114
委託契約書��79
一体的な経営��107
一般廃棄物��5
一般廃棄物最終処分場��87
一般廃棄物処理施設��44
医薬品��80

【う】

埋立処分��157
運搬車��120

【え】

液晶式テレビ��141
延焼��156

【お】

親子会社���102,�104,�105,�106,�107,�109,�110,�111,�112,�
113,�114,�115,�116,�118,�119,�120,�121,�123,�
124,�125,�126,�127,�129,�131,�132

温度計��79

【か】

改善命令��131
海洋投入処分��157
火災の発生��156,�161
家電��136
家電リサイクル法��133,�136
カドミウム��38
簡易行政代執行��131
環境大臣広域処理認定制度��35
勧告��100
管理型最終処分場��83
管理票��114,�115

【き】

気圧計��79
基準不適合水銀処理物��87
基準不適合廃水銀等処理物��84
許可��12,�14,�17
許可の取消し��129,�171,�180
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準��38,�40

【け】

蛍光管��61,�78
蛍光ランプ��82
掲示板��89
血圧計��79
原状回復��179
建設工事��116

【こ】

広域処理認定��174
小型家電リサイクル法��133,�136
固型化��61,�65
古物営業法��141

【さ】

再委託��46,�49
災害対策基本法��50
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